
        

　
　
　
万
国
郵
便
連
合
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
、
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
第
四 

　
　
　
追
加
議
定
書
、
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
、
万
国
郵
便
条
約 

　
　
　
の
第
一
追
加
議
定
書
及
び
万
国
郵
便
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
の
説
明
書 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

　 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
　
　
務
　
　
省





目
　
　
　
　
次 

ペ
ー
ジ 

Ⅰ
　
万
国
郵
便
連
合
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一 
一
　
概
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
一 

１
　
万
国
郵
便
連
合
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
一 

　
背
景
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
一 

(1)
　
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
一 

(2)
２
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
一 

３
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
二 

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
二 

二
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
二 

三
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
二 

（
参
考
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
三 

Ⅱ
　
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
四 

一
　
概
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
四 

１
　
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
四 

　
背
景
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
四 

(1)
　
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
四 

(2)
２
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
四 

３
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
五 

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
五 



二
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
五 

三
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
六 

（
参
考
１
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
七 

（
参
考
２
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

八 

Ⅲ
　
万
国
郵
便
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

一
　
概
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

１
　
万
国
郵
便
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

　
背
景
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

(1)
　
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

(2)
２
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

３
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一 

二
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一 

三
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二 

（
参
考
１
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三 

（
参
考
２
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五 

     



一

二
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
五 

三
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
六 

（
参
考
１
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
七 

（
参
考
２
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

八 

Ⅲ
　
万
国
郵
便
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

一
　
概
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

１
　
万
国
郵
便
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

　
背
景
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

(1)
　
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

(2)
２
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

３
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇 

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一 

二
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一 

三
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二 

（
参
考
１
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三 

（
参
考
２
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五 

     

Ⅰ
　
万
国
郵
便
連
合
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書 

一
　
概
説 

１
　
万
国
郵
便
連
合
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯 

　
背
景 
(1)

万
国
郵
便
連
合
（
以
下
「
連
合
」
と
い
う
。
）
は
、
郵
便
業
務
の
効
果
的
運
営
に
よ
り
諸
国
民
間
の
通
信
連
絡
を
増
進
し
、
文
化
、
社
会
及
び
経
済

の
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
明
治
七
年
（
千
八
百
七
十
四
年
）
に
設
立
さ
れ
た
国
際
機
関
で
あ
り
、
昭
和
二
十
三
年

（
千
九
百
四
十
八
年
）
に
国
際
連
合
の
専
門
機
関
と
な
っ
た
（
我
が
国
は
、
明
治
十
年
（
千
八
百
七
十
七
年
）
に
連
合
に
加
盟
し
た
。
連
合
の
加
盟
国

は
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
二
月
一
日
現
在
、
百
九
十
二
箇
国
で
あ
る
。
）
。
万
国
郵
便
連
合
憲
章
（
以
下
「
憲
章
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和

三
十
九
年
（
千
九
百
六
十
四
年
）
に
、
そ
れ
ま
で
万
国
郵
便
条
約
に
定
め
ら
れ
て
い
た
事
項
の
う
ち
連
合
の
目
的
及
び
組
織
規
定
に
当
た
る
も
の
を
内

容
と
す
る
基
本
的
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。 

　
経
緯 

(2)

連
合
の
最
高
機
関
で
あ
る
大
会
議
は
、
通
常
四
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
大
会
議
及
び
臨
時
に
開
催
さ
れ
る
臨
時
大
会
議
か
ら
成
り
、
憲
章
等
連
合
の

文
書
の
改
正
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
は
、
連
合
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に
国
際
郵
便
業
務
全
般
に
つ
き

見
直
し
を
行
い
、
連
合
の
組
織
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
目
的
で
憲
章
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
定
め
る
憲
章
の
追
加
議
定
書
が
採
択
さ
れ
て
き
て
お

り
、
我
が
国
は
、
こ
れ
ま
で
第
一
追
加
議
定
書
か
ら
第
十
一
追
加
議
定
書
ま
で
を
締
結
し
て
き
て
い
る
。 

令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
九
月
八
日
か
ら
ド
バ
イ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
八
回
大
会
議
に
お
い
て
、
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
が
同
年
九
月

十
九
日
に
採
択
さ
れ
た
。 

２
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
は
、
よ
り
実
情
に
沿
っ
た
用
語
で
の
連
合
の
組
織
運
営
を
可
能
に
す
る
た
め
、
憲
章
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
締
結
前

で
あ
っ
て
も
こ
の
追
加
議
定
書
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
連
合
の
運
営
等
に
関
与
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
我
が
国
が
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
を
締

結
す
る
こ
と
は
、
こ
の
追
加
議
定
書
の
内
容
の
我
が
国
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
意
義
が
あ
り
、
引
き
続
き
連
合
の
加
盟
国
と
し
て
活
動
し
、
及



二

び
国
際
郵
便
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。 

３
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
新
た
な
措
置
を
と
る
義
務
は
生
じ
な
い
。

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
は
、
加
盟
国
に
よ
る
締
結
を
効
力
発
生
の
要
件
と
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
追
加
議
定
書
に
規
定
す
る
特
定
の
時
点
で
効
力
を

生
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
は
、
そ
の
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
九
年
（
二
千
二
十
七
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

我
が
国
は
、
郵
便
分
野
の
国
際
ル
ー
ル
作
り
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
連
合
を
重
視
し
て
お
り
、
ま
た
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の
大
会
議
で
の

再
選
を
経
て
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
一
月
か
ら
我
が
国
出
身
者
が
連
合
の
国
際
事
務
局
長
と
し
て
二
期
目
を
務
め
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
引

き
続
き
連
合
の
運
営
及
び
活
動
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
た
め
、
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
を
早
期
に
締
結
し
、
法
的
な
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。 

二
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
内
容 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
二
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

「
限
定
連
合
」
の
語
を
「
地
域
連
合
」
に
変
更
し
た
（
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
第
一
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
憲
章
第
九
条
）
。 

な
お
、
令
和
三
年
（
二
千
二
十
一
年
）
に
ア
ビ
ジ
ャ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
七
回
大
会
議
の
後
に
、
連
合
の
国
際
事
務
局
が
同
大
会
議
に
お
い
て
採
択

さ
れ
た
改
正
内
容
を
反
映
さ
せ
た
憲
章
の
統
合
版
を
作
成
し
、
そ
の
統
合
版
に
お
い
て
条
文
番
号
を
振
り
直
し
た
た
め
、
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
に
お

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
条
文
番
号
は
、
こ
の
追
加
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の
大
会
議
時
点
に
お
け
る
最
新
の
統
合
版
の
憲
章

に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

三
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。 



三

び
国
際
郵
便
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。 

３
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
新
た
な
措
置
を
と
る
義
務
は
生
じ
な
い
。

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
は
、
加
盟
国
に
よ
る
締
結
を
効
力
発
生
の
要
件
と
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
追
加
議
定
書
に
規
定
す
る
特
定
の
時
点
で
効
力
を

生
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
は
、
そ
の
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
九
年
（
二
千
二
十
七
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

我
が
国
は
、
郵
便
分
野
の
国
際
ル
ー
ル
作
り
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
連
合
を
重
視
し
て
お
り
、
ま
た
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の
大
会
議
で
の

再
選
を
経
て
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
一
月
か
ら
我
が
国
出
身
者
が
連
合
の
国
際
事
務
局
長
と
し
て
二
期
目
を
務
め
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
引

き
続
き
連
合
の
運
営
及
び
活
動
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
た
め
、
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
を
早
期
に
締
結
し
、
法
的
な
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。 

二
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
内
容 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
二
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

「
限
定
連
合
」
の
語
を
「
地
域
連
合
」
に
変
更
し
た
（
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
第
一
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
憲
章
第
九
条
）
。 

な
お
、
令
和
三
年
（
二
千
二
十
一
年
）
に
ア
ビ
ジ
ャ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
七
回
大
会
議
の
後
に
、
連
合
の
国
際
事
務
局
が
同
大
会
議
に
お
い
て
採
択

さ
れ
た
改
正
内
容
を
反
映
さ
せ
た
憲
章
の
統
合
版
を
作
成
し
、
そ
の
統
合
版
に
お
い
て
条
文
番
号
を
振
り
直
し
た
た
め
、
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
に
お

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
条
文
番
号
は
、
こ
の
追
加
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の
大
会
議
時
点
に
お
け
る
最
新
の
統
合
版
の
憲
章

に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

三
　
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。 

（
参
考
）
憲
章
の
第
十
二
追
加
議
定
書 

１
　
採
択
　
令
和
七
年
九
月
十
九
日
　
ド
バ
イ
に
お
い
て
採
択 

２
　
効
力
発
生
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
未
発
効
（
令
和
九
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
）
　 

３
　
署
名
国
　
百
三
十
五
箇
国 

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ
ル
ー

シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ー
タ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、

カ
ー
ボ
ベ
ル
デ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
コ
ス
タ
リ
カ
、

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ

ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ハ
イ
チ
、
ホ

ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
日
本

国
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー

ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ル
バ
、
キ
ュ
ラ
サ
オ
及
び
シ
ン
ト
・
マ
ー
ル
テ
ン
（
＊
）
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ

タ
ー
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、

セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
タ
ン
ザ

ニ
ア
、
タ
イ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ト
ー
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
英
国
の
海
外
領
土

（
＊
）
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
チ
カ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ジ
ン
バ
ブ
エ 

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
） 

４
　
締
約
国
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
な
し 

 
 
 



四

Ⅱ
　
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書 

一
　
概
説 

１
　
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯 

　
背
景 
(1)

万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
（
以
下
「
一
般
規
則
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
三
十
九
年
（
千
九
百
六
十
四
年
）
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
十
五
回

大
会
議
に
お
い
て
憲
章
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
憲
章
の
適
用
及
び
連
合
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
実
施
細
目
を
定
め
る
も
の
と
し
て

作
成
さ
れ
た
。
一
般
規
則
は
、
憲
章
に
よ
り
全
て
の
加
盟
国
に
締
結
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
我
が
国
は
、
そ
の
後
作
成
さ
れ
た
累
次
の
一
般
規
則

を
締
結
し
て
き
た
。
現
行
の
一
般
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
に
ド
ー
ハ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
五
回
大
会
議
に
お
い
て
改
正
さ
れ
、

及
び
採
択
さ
れ
、
平
成
二
十
六
年
（
二
千
十
四
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
後
、
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
一
般
規
則
の

追
加
議
定
書
に
よ
り
一
部
改
正
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

　
　
　

　
経
緯 

(2)

連
合
の
最
高
機
関
で
あ
る
大
会
議
は
、
通
常
四
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
大
会
議
及
び
臨
時
に
開
催
さ
れ
る
臨
時
大
会
議
か
ら
成
り
、
憲
章
等
連
合
の

文
書
の
改
正
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
は
、
連
合
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に
国
際
郵
便
業
務
全
般
に
つ
き

見
直
し
を
行
い
、
連
合
の
運
営
を
向
上
さ
せ
る
目
的
で
一
般
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
定
め
る
一
般
規
則
の
追
加
議
定
書
が
採
択
さ
れ
て
き
て
お

り
、
我
が
国
は
、
こ
れ
ま
で
第
一
追
加
議
定
書
か
ら
第
三
追
加
議
定
書
ま
で
を
締
結
し
て
き
て
い
る
。 

令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
十
月
一
日
か
ら
リ
ヤ
ド
で
開
催
さ
れ
た
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
、
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書
が
同
年
十
月
五
日

に
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
九
月
八
日
か
ら
ド
バ
イ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
八
回
大
会
議
に
お
い
て
、
一
般
規
則
の
第
五

追
加
議
定
書
が
同
年
九
月
十
九
日
に
採
択
さ
れ
た
。 

２
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義 

一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
は
、
連
合
の
運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
所
要
の
変
更
を
加
え
る
た
め
、
一
般
規
則
を
改
正
す
る
も
の

で
あ
る
。
締
結
前
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
連
合
の
運
営
等
に
関
与
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
我
が
国
が
一
般
規
則



五

Ⅱ
　
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書 

一
　
概
説 

１
　
万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯 

　
背
景 

(1)

万
国
郵
便
連
合
一
般
規
則
（
以
下
「
一
般
規
則
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
三
十
九
年
（
千
九
百
六
十
四
年
）
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
十
五
回

大
会
議
に
お
い
て
憲
章
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
憲
章
の
適
用
及
び
連
合
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
実
施
細
目
を
定
め
る
も
の
と
し
て

作
成
さ
れ
た
。
一
般
規
則
は
、
憲
章
に
よ
り
全
て
の
加
盟
国
に
締
結
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
我
が
国
は
、
そ
の
後
作
成
さ
れ
た
累
次
の
一
般
規
則

を
締
結
し
て
き
た
。
現
行
の
一
般
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
に
ド
ー
ハ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
五
回
大
会
議
に
お
い
て
改
正
さ
れ
、

及
び
採
択
さ
れ
、
平
成
二
十
六
年
（
二
千
十
四
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
後
、
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
一
般
規
則
の

追
加
議
定
書
に
よ
り
一
部
改
正
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

　
　
　

　
経
緯 

(2)

連
合
の
最
高
機
関
で
あ
る
大
会
議
は
、
通
常
四
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
大
会
議
及
び
臨
時
に
開
催
さ
れ
る
臨
時
大
会
議
か
ら
成
り
、
憲
章
等
連
合
の

文
書
の
改
正
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
は
、
連
合
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に
国
際
郵
便
業
務
全
般
に
つ
き

見
直
し
を
行
い
、
連
合
の
運
営
を
向
上
さ
せ
る
目
的
で
一
般
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
定
め
る
一
般
規
則
の
追
加
議
定
書
が
採
択
さ
れ
て
き
て
お

り
、
我
が
国
は
、
こ
れ
ま
で
第
一
追
加
議
定
書
か
ら
第
三
追
加
議
定
書
ま
で
を
締
結
し
て
き
て
い
る
。 

令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
十
月
一
日
か
ら
リ
ヤ
ド
で
開
催
さ
れ
た
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
、
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書
が
同
年
十
月
五
日

に
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
九
月
八
日
か
ら
ド
バ
イ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
八
回
大
会
議
に
お
い
て
、
一
般
規
則
の
第
五

追
加
議
定
書
が
同
年
九
月
十
九
日
に
採
択
さ
れ
た
。 

２
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義 

一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
は
、
連
合
の
運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
所
要
の
変
更
を
加
え
る
た
め
、
一
般
規
則
を
改
正
す
る
も
の

で
あ
る
。
締
結
前
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
連
合
の
運
営
等
に
関
与
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
我
が
国
が
一
般
規
則

の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
の
内
容
の
我
が
国
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
意
義
が
あ
り
、
引
き

続
き
連
合
の
加
盟
国
と
し
て
活
動
し
、
及
び
国
際
郵
便
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。 

３
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

我
が
国
は
、
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
合
の
運
営
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
定
め
る
義
務
を

負
う
。 

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
は
、
加
盟
国
に
よ
る
締
結
を
効
力
発
生
の
要
件
と
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
規
定
す
る
特
定

の
時
点
で
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
の
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書

は
、
そ
の
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
は
令
和
六
年
（
二
千
二
十
四
年
）
三
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
。
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の

大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
は
、
そ
の
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
は
令
和
九
年
（
二
千
二
十
七
年
）
一

月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

我
が
国
は
、
郵
便
分
野
の
国
際
ル
ー
ル
作
り
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
連
合
を
重
視
し
て
お
り
、
ま
た
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の
大
会
議
で
の

再
選
を
経
て
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
一
月
か
ら
我
が
国
出
身
者
が
連
合
の
国
際
事
務
局
長
と
し
て
二
期
目
を
務
め
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
引

き
続
き
連
合
の
運
営
及
び
活
動
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
た
め
、
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
を
早
期
に
締
結
し
、
法
的
な
位
置
付
け
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

二
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
内
容 

１
　
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
十
六
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
諮
問
委
員
会
の
構
成
、
権
限
等
を
改
正
し
、
自
律
的
な
活
動
の
範
囲
を
拡
大
し
た
（
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書
第
七
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に

(1)
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二
十
六
条
ま
で
及
び
第
百
三
十
三
条
）
。 

　
連
合
の
経
費
に
つ
い
て
の
規
定
を
改
正
し
た
（
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書
第
十
五
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
四
十
六
条
）
。 

(2)
２
　
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
十
九
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 



六

　
開
発
途
上
国
又
は
後
発
開
発
途
上
国
が
管
理
理
事
会
の
議
長
国
で
あ
る
場
合
の
手
当
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定

(1)
書
第
四
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
十
条
）
。 

　
郵
便
業
務
理
事
会
の
議
長
国
の
選
出
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
第
六
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百

(2)
十
二
条
）
。 

　
後
発
開
発
途
上
国
が
郵
便
業
務
理
事
会
の
議
長
国
で
あ
る
場
合
の
手
当
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
第
七
条
に

(3)
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
十
六
条
）
。 

　
国
際
事
務
局
長
及
び
国
際
事
務
局
次
長
の
選
挙
の
立
候
補
期
限
を
早
め
、
候
補
者
に
対
す
る
聴
聞
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
（
一
般
規
則
の
第

(4)
五
追
加
議
定
書
第
十
一
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
二
十
七
条
）
。 

 
 

連
合
の
経
費
に
つ
い
て
の
規
定
を
改
正
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
第
十
六
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
四
十
六
条
）
。 

(5)
　
加
盟
国
が
支
払
う
分
担
金
の
額
の
調
整
手
続
を
明
確
化
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
第
十
八
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
五
十

(6)
一
条
）
。 

な
お
、
一
般
規
則
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
六
条
及
び
第
百
四
十
六
条
に
つ
い
て
は
、
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
後
、
一

般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
に
よ
り
再
度
改
正
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
条
文

が
最
新
の
も
の
と
な
る
。 

令
和
三
年
（
二
千
二
十
一
年
）
に
ア
ビ
ジ
ャ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
七
回
大
会
議
以
降
、
各
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
の
後
に
、
連
合
の
国
際
事
務
局

が
当
該
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
改
正
内
容
を
反
映
さ
せ
た
一
般
規
則
の
統
合
版
を
作
成
し
、
そ
れ
ら
の
統
合
版
に
お
い
て
条
文
番

号
を
振
り
直
し
た
た
め
、
各
追
加
議
定
書
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
条
文
番
号
は
、
当
該
追
加
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
大
会
議
又
は
臨
時
大
会
議
時
点
に

お
け
る
最
新
の
統
合
版
の
一
般
規
則
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

三
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。



七

　
開
発
途
上
国
又
は
後
発
開
発
途
上
国
が
管
理
理
事
会
の
議
長
国
で
あ
る
場
合
の
手
当
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定

(1)
書
第
四
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
十
条
）
。 

　
郵
便
業
務
理
事
会
の
議
長
国
の
選
出
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
第
六
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百

(2)
十
二
条
）
。 

　
後
発
開
発
途
上
国
が
郵
便
業
務
理
事
会
の
議
長
国
で
あ
る
場
合
の
手
当
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
第
七
条
に

(3)
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
十
六
条
）
。 

　
国
際
事
務
局
長
及
び
国
際
事
務
局
次
長
の
選
挙
の
立
候
補
期
限
を
早
め
、
候
補
者
に
対
す
る
聴
聞
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
（
一
般
規
則
の
第

(4)
五
追
加
議
定
書
第
十
一
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
二
十
七
条
）
。 

 
 

連
合
の
経
費
に
つ
い
て
の
規
定
を
改
正
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
第
十
六
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
四
十
六
条
）
。 

(5)
　
加
盟
国
が
支
払
う
分
担
金
の
額
の
調
整
手
続
を
明
確
化
し
た
（
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
第
十
八
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
五
十

(6)
一
条
）
。 

な
お
、
一
般
規
則
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
六
条
及
び
第
百
四
十
六
条
に
つ
い
て
は
、
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
後
、
一

般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
に
よ
り
再
度
改
正
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
条
文

が
最
新
の
も
の
と
な
る
。 

令
和
三
年
（
二
千
二
十
一
年
）
に
ア
ビ
ジ
ャ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
七
回
大
会
議
以
降
、
各
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
の
後
に
、
連
合
の
国
際
事
務
局

が
当
該
大
会
議
及
び
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
改
正
内
容
を
反
映
さ
せ
た
一
般
規
則
の
統
合
版
を
作
成
し
、
そ
れ
ら
の
統
合
版
に
お
い
て
条
文
番

号
を
振
り
直
し
た
た
め
、
各
追
加
議
定
書
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
条
文
番
号
は
、
当
該
追
加
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
大
会
議
又
は
臨
時
大
会
議
時
点
に

お
け
る
最
新
の
統
合
版
の
一
般
規
則
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

三
　
一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

一
般
規
則
の
第
四
及
び
第
五
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

（
参
考
１
）
一
般
規
則
の
第
四
追
加
議
定
書 

１
　
採
択
　
令
和
五
年
十
月
五
日
　
リ
ヤ
ド
に
お
い
て
採
択 

２
　
効
力
発
生
　
令
和
六
年
三
月
一
日
（
た
だ
し
、
第
十
六
条
の
規
定
に
従
い
、
第
十
五
条
の
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
。
）
　 

３
　
署
名
国
　
百
五
箇
国 

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ベ
ナ
ン
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ

ル
ー
ン
、
カ
ナ
ダ
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、

キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
フ
ラ
ン

ス
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ハ
イ
チ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ

マ
イ
カ
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
ソ
ト
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ

ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ル
バ
、
キ
ュ
ラ
サ
オ
及
び
シ
ン

ト
・
マ
ー
ル
テ
ン
（
＊
）
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
ナ
マ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ
タ
ー
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ

シ
ア
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ビ
ス
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス

ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
イ
ス
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
タ
イ
、
ト
ー
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英

国
、
英
国
の
海
外
領
土
（
＊
）
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
チ
カ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ジ
ン
バ

ブ
エ 

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
） 

４
　
締
約
国
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
十
二
箇
国 

ブ
ル
ガ
リ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
モ
ル
ド
バ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ル
バ
、
キ
ュ
ラ
サ
オ
及
び

シ
ン
ト
・
マ
ー
ル
テ
ン
（
＊
）
、
セ
ル
ビ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
イ
ス 

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）



八

（
参
考
２
）
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書 

１
　
採
択
　
令
和
七
年
九
月
十
九
日
　
ド
バ
イ
に
お
い
て
採
択 

２
　
効
力
発
生
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
未
発
効
（
令
和
九
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
の
規
定
に
従
い
、
第
三
条
、
第
四
条
、

第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
第
六
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
十
二
条
４
の
規
定
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日

に
効
力
を
生
じ
た
。
） 

３
　
署
名
国
　
百
三
十
五
箇
国 

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ
ル
ー

シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ー
タ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、

カ
ー
ボ
ベ
ル
デ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
コ
ス
タ
リ
カ
、

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ

ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ハ
イ
チ
、
ホ

ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
日
本

国
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー

ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ル
バ
、
キ
ュ
ラ
サ
オ
及
び
シ
ン
ト
・
マ
ー
ル
テ
ン
（
＊
）
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ

タ
ー
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、

セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
タ
ン
ザ

ニ
ア
、
タ
イ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ト
ー
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
英
国
の
海
外
領
土

（
＊
）
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
チ
カ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ジ
ン
バ
ブ
エ 

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
） 



九

（
参
考
２
）
一
般
規
則
の
第
五
追
加
議
定
書 

１
　
採
択
　
令
和
七
年
九
月
十
九
日
　
ド
バ
イ
に
お
い
て
採
択 

２
　
効
力
発
生
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
未
発
効
（
令
和
九
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
の
規
定
に
従
い
、
第
三
条
、
第
四
条
、

第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
第
六
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
一
般
規
則
第
百
十
二
条
４
の
規
定
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日

に
効
力
を
生
じ
た
。
） 

３
　
署
名
国
　
百
三
十
五
箇
国 

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ
ル
ー

シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ー
タ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、

カ
ー
ボ
ベ
ル
デ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
コ
ス
タ
リ
カ
、

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ

ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ハ
イ
チ
、
ホ

ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
日
本

国
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー

ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ル
バ
、
キ
ュ
ラ
サ
オ
及
び
シ
ン
ト
・
マ
ー
ル
テ
ン
（
＊
）
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ

タ
ー
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、

セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
タ
ン
ザ

ニ
ア
、
タ
イ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ト
ー
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
英
国
の
海
外
領
土

（
＊
）
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
チ
カ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ジ
ン
バ
ブ
エ 

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
） 

４
　
締
約
国
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
な
し 



一
〇

Ⅲ
　
万
国
郵
便
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書 

一
　
概
説 

１
　
万
国
郵
便
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯 

　
背
景 
(1)

昭
和
三
十
九
年
（
千
九
百
六
十
四
年
）
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
十
五
回
大
会
議
に
お
い
て
憲
章
及
び
一
般
規
則
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
万
国
郵
便
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
た
事
項
の
一
部
が
こ
れ
ら
の
文
書
に
移
行
さ
れ
、
条
約
は
、
国

際
郵
便
業
務
に
適
用
さ
れ
る
規
則
を
内
容
と
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
条
約
は
、
憲
章
に
よ
り
全
て
の
加
盟
国
に
締
結
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
我
が

国
は
、
そ
の
後
作
成
さ
れ
た
累
次
の
条
約
を
締
結
し
て
き
た
。
現
行
の
条
約
は
、
令
和
三
年
（
二
千
二
十
一
年
）
に
ア
ビ
ジ
ャ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二

十
七
回
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、
全
体
と
し
て
は
令
和
四
年
（
二
千
二
十
二
年
）
七
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。 

　
経
緯 

(2)

連
合
の
最
高
機
関
で
あ
る
大
会
議
は
、
通
常
四
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
大
会
議
及
び
臨
時
に
開
催
さ
れ
る
臨
時
大
会
議
か
ら
成
り
、
憲
章
等
連
合
の

文
書
の
改
正
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
十
月
一
日
か
ら
リ
ヤ
ド
で
開
催
さ
れ
た
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
、
条
約

の
第
一
追
加
議
定
書
が
同
年
十
月
五
日
に
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
九
月
八
日
か
ら
ド
バ
イ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
八
回

大
会
議
に
お
い
て
、
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
が
同
年
九
月
十
九
日
に
採
択
さ
れ
た
。 

２
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義 

条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
は
、
国
際
郵
便
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
所
要
の
変
更
を
加
え
る
た
め
、
条
約
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

締
結
前
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
従
っ
て
国
際
郵
便
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
我
が
国
が
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議

定
書
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
の
内
容
の
我
が
国
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
意
義
が
あ
り
、
引
き
続
き
連
合
の
加
盟
国
と
し

て
活
動
し
、
及
び
国
際
郵
便
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。 

３
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

我
が
国
は
、
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
郵
便
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
定
め
る
義



一
一

Ⅲ
　
万
国
郵
便
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書 

一
　
概
説 

１
　
万
国
郵
便
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
成
立
経
緯 

　
背
景 

(1)

昭
和
三
十
九
年
（
千
九
百
六
十
四
年
）
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
十
五
回
大
会
議
に
お
い
て
憲
章
及
び
一
般
規
則
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
万
国
郵
便
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
た
事
項
の
一
部
が
こ
れ
ら
の
文
書
に
移
行
さ
れ
、
条
約
は
、
国

際
郵
便
業
務
に
適
用
さ
れ
る
規
則
を
内
容
と
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
条
約
は
、
憲
章
に
よ
り
全
て
の
加
盟
国
に
締
結
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
我
が

国
は
、
そ
の
後
作
成
さ
れ
た
累
次
の
条
約
を
締
結
し
て
き
た
。
現
行
の
条
約
は
、
令
和
三
年
（
二
千
二
十
一
年
）
に
ア
ビ
ジ
ャ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二

十
七
回
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、
全
体
と
し
て
は
令
和
四
年
（
二
千
二
十
二
年
）
七
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。 

　
経
緯 

(2)

連
合
の
最
高
機
関
で
あ
る
大
会
議
は
、
通
常
四
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
大
会
議
及
び
臨
時
に
開
催
さ
れ
る
臨
時
大
会
議
か
ら
成
り
、
憲
章
等
連
合
の

文
書
の
改
正
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
十
月
一
日
か
ら
リ
ヤ
ド
で
開
催
さ
れ
た
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
、
条
約

の
第
一
追
加
議
定
書
が
同
年
十
月
五
日
に
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
九
月
八
日
か
ら
ド
バ
イ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
八
回

大
会
議
に
お
い
て
、
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
が
同
年
九
月
十
九
日
に
採
択
さ
れ
た
。 

２
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
締
結
の
意
義 

条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
は
、
国
際
郵
便
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
所
要
の
変
更
を
加
え
る
た
め
、
条
約
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

締
結
前
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
従
っ
て
国
際
郵
便
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
我
が
国
が
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議

定
書
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
の
内
容
の
我
が
国
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
意
義
が
あ
り
、
引
き
続
き
連
合
の
加
盟
国
と
し

て
活
動
し
、
及
び
国
際
郵
便
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。 

３
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

我
が
国
は
、
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
郵
便
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
定
め
る
義

務
を
負
う
。 

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
は
、
加
盟
国
に
よ
る
締
結
を
効
力
発
生
の
要
件
と
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
に
規
定
す
る
特
定
の
時

点
で
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
の
臨
時
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
は
、
そ
の

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
は
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
。
同
年
の
大
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
条
約
の

第
二
追
加
議
定
書
は
、
そ
の
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
は
令
和
九
年
（
二
千
二
十
七
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。 

我
が
国
に
お
い
て
、
国
際
郵
便
業
務
を
実
施
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
を
維
持
し
、
国
民
の
円
滑
な
経
済
活
動
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
条
約
の
第
一
及

び
第
二
追
加
議
定
書
の
早
期
締
結
が
必
要
と
な
る
。
我
が
国
は
、
郵
便
分
野
の
国
際
ル
ー
ル
作
り
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
連
合
を
重
視
し
て
お
り
、
ま

た
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
の
大
会
議
で
の
再
選
を
経
て
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
一
月
か
ら
我
が
国
出
身
者
が
連
合
の
国
際
事
務
局
長

と
し
て
二
期
目
を
務
め
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
国
際
郵
便
業
務
の
安
定
的
か
つ
合
理
的
な
実
施
を
可
能
と
し
、
及
び
引
き
続
き
連
合
の
活
動
に
積
極
的

に
貢
献
す
る
た
め
、
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

二
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
内
容 

 

１
　
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
三
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
基
礎
業
務
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
Ｍ
郵
袋
に
係
る
業
務
を
追
加
の
業
務
と
し
た
（
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
第
一
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条

(1)
約
第
十
七
条

等
）
。 

2.4

　
書
留
郵
便
業
務
の
義
務
的
な
業
務
の
対
象
を
変
更
し
た
（
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
第
二
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
八
条

）
。 

(2)

1.1

　
特
定
の
追
跡
業
務
を
義
務
的
な
業
務
と
し
た
（
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
第
二
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
八
条

）
。 

(3)

1.3

　
受
取
通
知
の
対
象
を
書
留
通
常
郵
便
物
及
び
保
険
付
通
常
郵
便
物
に
限
定
し
た
（
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
第
二
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十

(4)
八
条

）
。 

3.3

２
　
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
二
十
二
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 



一
二

　
巨
大
郵
便
物
（
Ｅ
）
を
廃
止
し
、
盲
人
用
郵
便
物
を
除
く
書
類
の
み
を
包
有
す
る
通
常
郵
便
物
の
最
大
重
量
を
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

(1)
に
変
更
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
七
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
七
条

、

及
び
５
）
。 

2.1

2.2

 
 

「
料
金
・
課
金
別
納
郵
便
物
の
配
達
業
務
」
を
「
関
税
込
持
込
渡
し
業
務
」
に
変
更
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
八
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る

(2)
条
約
第
十
八
条

）
。 

2.5

　
追
加
の
業
務
に
小
包
郵
便
物
に
係
る
配
達
に
つ
い
て
の
証
明
業
務
を
追
加
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
八
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十

(3)
八
条

）
。 

3.4

 
 

物
品
を
包
有
す
る
通
常
郵
便
物
に
係
る
書
留
郵
便
業
務
及
び
保
険
付
郵
便
業
務
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
常
郵
便
物
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い

(4)
貴
重
品
の
う
ち
書
留
郵
便
物
又
は
保
険
付
郵
便
物
と
し
て
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
書
類
に
相
当
す
る
も
の
に
限
定
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加

議
定
書
第
九
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
九
条

及
び

の
二
）
。 

6.1.1.1

6.1.1

　
通
常
郵
便
物
の
到
着
料
に
つ
い
て
現
行
の
適
用
料
率
の
改
定
等
を
行
っ
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に
よ
り
改
正
さ
れ

(5)
る
条
約
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
）
。 

　
小
包
郵
便
物
の
割
当
料
金
に
つ
い
て
、
小
形
包
装
物
（
Ｅ
）
と
同
様
の
自
己
申
告
料
率
の
制
度
を
導
入
し
、
ま
た
、
割
当
料
金
の
上
限
及
び
下
限
に

(6)
関
す
る
規
定
を
変
更
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
十
九
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
三
十
三
条
）
。
　 

な
お
、
条
約
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
後
、
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
に
よ
り
再
度
改

正
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
条
文
が
最
新
の
も
の
と
な
る
。 

条
約
に
附
属
す
る
最
終
議
定
書
（
条
約
に
対
す
る
加
盟
国
の
留
保
を
規
定
す
る
文
書
）
に
つ
い
て
は
、
形
式
上
、
条
約
本
体
と
一
体
を
成
す
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
従
来
、
条
約
本
体
と
併
せ
て
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
が
、
令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
の
臨
時
大
会
議
以
降
、
条
約
の
改
正
方
式
が
従
来

の
全
部
改
正
か
ら
追
加
議
定
書
に
よ
る
一
部
改
正
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
条
約
の
追
加
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
る
に
当
た
っ

 

て
条
約
本
体
の
国
会
へ
の
提
出
は
行
わ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
最
終
議
定
書
に
つ
い
て
も
国
会
へ
の
提
出
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

三
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。



一
三

　
巨
大
郵
便
物
（
Ｅ
）
を
廃
止
し
、
盲
人
用
郵
便
物
を
除
く
書
類
の
み
を
包
有
す
る
通
常
郵
便
物
の
最
大
重
量
を
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

(1)
に
変
更
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
七
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
七
条

、

及
び
５
）
。 

2.1

2.2

 
 

「
料
金
・
課
金
別
納
郵
便
物
の
配
達
業
務
」
を
「
関
税
込
持
込
渡
し
業
務
」
に
変
更
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
八
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る

(2)
条
約
第
十
八
条

）
。 

2.5

　
追
加
の
業
務
に
小
包
郵
便
物
に
係
る
配
達
に
つ
い
て
の
証
明
業
務
を
追
加
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
八
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十

(3)
八
条

）
。 

3.4

 
 

物
品
を
包
有
す
る
通
常
郵
便
物
に
係
る
書
留
郵
便
業
務
及
び
保
険
付
郵
便
業
務
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
常
郵
便
物
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い

(4)
貴
重
品
の
う
ち
書
留
郵
便
物
又
は
保
険
付
郵
便
物
と
し
て
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
書
類
に
相
当
す
る
も
の
に
限
定
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加

議
定
書
第
九
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
九
条

及
び

の
二
）
。 

6.1.1.1

6.1.1

　
通
常
郵
便
物
の
到
着
料
に
つ
い
て
現
行
の
適
用
料
率
の
改
定
等
を
行
っ
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に
よ
り
改
正
さ
れ

(5)
る
条
約
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
）
。 

　
小
包
郵
便
物
の
割
当
料
金
に
つ
い
て
、
小
形
包
装
物
（
Ｅ
）
と
同
様
の
自
己
申
告
料
率
の
制
度
を
導
入
し
、
ま
た
、
割
当
料
金
の
上
限
及
び
下
限
に

(6)
関
す
る
規
定
を
変
更
し
た
（
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
第
十
九
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
条
約
第
三
十
三
条
）
。
　 

な
お
、
条
約
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
後
、
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
に
よ
り
再
度
改

正
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
条
文
が
最
新
の
も
の
と
な
る
。 

条
約
に
附
属
す
る
最
終
議
定
書
（
条
約
に
対
す
る
加
盟
国
の
留
保
を
規
定
す
る
文
書
）
に
つ
い
て
は
、
形
式
上
、
条
約
本
体
と
一
体
を
成
す
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
従
来
、
条
約
本
体
と
併
せ
て
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
が
、
令
和
五
年
（
二
千
二
十
三
年
）
の
臨
時
大
会
議
以
降
、
条
約
の
改
正
方
式
が
従
来

の
全
部
改
正
か
ら
追
加
議
定
書
に
よ
る
一
部
改
正
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
条
約
の
追
加
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
る
に
当
た
っ

 

て
条
約
本
体
の
国
会
へ
の
提
出
は
行
わ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
最
終
議
定
書
に
つ
い
て
も
国
会
へ
の
提
出
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

三
　
条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

条
約
の
第
一
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

（
参
考
１
）
条
約
の
第
一
追
加
議
定
書 

１
　
採
択
　
令
和
五
年
十
月
五
日
　
リ
ヤ
ド
に
お
い
て
採
択 

２
　
効
力
発
生
　
令
和
七
年
一
月
一
日
（
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
に
従
い
、
第
二
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
八
条

及
び

の
規
定
は
、
令
和
八
年

1.1

1.2

一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
。
） 

３
　
署
名
国
　
百
五
箇
国 

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ベ
ナ
ン
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ

ル
ー
ン
、
カ
ナ
ダ
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、

キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
フ
ラ
ン

ス
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ハ
イ
チ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ

マ
イ
カ
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
ソ
ト
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ

ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ル
バ
、
キ
ュ
ラ
サ
オ
及
び
シ
ン

ト
・
マ
ー
ル
テ
ン
（
＊
）
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
ナ
マ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ
タ
ー
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ

シ
ア
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ビ
ス
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス

ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
イ
ス
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
タ
イ
、
ト
ー
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英

国
、
英
国
の
海
外
領
土
（
＊
）
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
チ
カ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ジ
ン
バ

ブ
エ 

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
） 

４
　
締
約
国
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
十
三
箇
国 

ブ
ル
ガ
リ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
モ
ル
ド
バ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ル
バ
、

キ
ュ
ラ
サ
オ
及
び
シ
ン
ト
・
マ
ー
ル
テ
ン
（
＊
）
、
セ
ル
ビ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
イ
ス 



一
四

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）



一
五

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）

（
参
考
２
）
条
約
の
第
二
追
加
議
定
書 

１
　
採
択
　
令
和
七
年
九
月
十
九
日
　
ド
バ
イ
に
お
い
て
採
択 

２
　
効
力
発
生
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
未
発
効
（
令
和
九
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
従
い
、
第
四
条
、
第
五

条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
並
び
に
第
八
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
八
条

、

及
び

並
び
に
第

2.1

2.4

3.3

九
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
第
十
九
条

、

及
び

の
二
の
規
定
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
。
） 

4.2

6.1.1.1

6.1.1

３
　
署
名
国
　
百
三
十
五
箇
国 

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ラ
ル
ー

シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ー
タ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、

カ
ー
ボ
ベ
ル
デ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
コ
ス
タ
リ
カ
、

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ

ド
ル
、
赤
道
ギ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
エ
ス
ワ
テ
ィ
ニ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ハ
イ
チ
、
ホ

ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
日
本

国
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー

ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ル
バ
、
キ
ュ
ラ
サ
オ
及
び
シ
ン
ト
・
マ
ー
ル
テ
ン
（
＊
）
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ

タ
ー
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、

セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
タ
ン
ザ

ニ
ア
、
タ
イ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
ト
ー
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
英
国
の
海
外
領
土

（
＊
）
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
バ
チ
カ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
エ
メ
ン
、
ジ
ン
バ
ブ
エ 

（
＊
　
我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
） 



一
六

４
　
締
約
国
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
な
し 

 
 
 
 


